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各府省等（統計関係）における東日本大震災の対応状況 

 

○ 下表は、総務省政策統括官（統計基準担当）において、東日本大震災以降に調査の実施・公表

が見込まれる基幹統計調査及び主な一般統計調査を中心に、63調査等について、各府省等の情報

を取りまとめたものです。 

○ 63調査等のうち、大震災に対して特別の措置を講じたものの概要は、次のとおりとなっていま
す。 

➢大きな被害を受けた地域を調査対象地域から除外等したもの・・・・延べ11調査等 

➢調査対象・項目の限定等を行ったもの・・・・・・・・・・・・・・・延べ７調査等 

➢調査実施時期・調査票提出期限等を延期したもの・・・・・・・・・・延べ６調査等 

➢集計・推計の方法や公表時期等を変更したもの・・・・・・・・・・・・延べ29調査等 

➢その他参考値の公表等を行ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・延べ27調査等 

 

平成23年10月14日現在 

府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

人事院 
職種別民間給

与実態調査 

➢調査の開始期日（５月１日から）を、当面延期する旨決定し、公表

（3/30）。 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）に所在している事業所を除外し

て、6/24から8/10の期間で実施する旨決定し、公表（5/20）。 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）を除く全国のデータにより集計。

国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与について勧告及び報告

（9/30）。 

内閣府 

景気ウォッチ

ャー調査 

➢東北地方の回答率は小幅な低下にとどまっていることから、通常通

り公表。公表に当たっては、東北を除く全国の値を参考値として併

記（4/8）。 

消費動向調査 

➢４県（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）内の７調査区で３月調

査を、また、２県（岩手県及び宮城県）内の３調査区で４月調査を

中止。調査中止による影響の試算・分析結果を公表（4/19、5/16）。

➢３県（岩手県、宮城県、福島県）内の５調査区について、６月調査

以降、調査区を変更。 

四半期別GDP

速報 

➢震災の影響による推計方法の変更について、事前及び計数発表時に

公表。 

 平成23年1-3月１次ＱＥ 4/27、4/28、5/19 

 平成23年1-3月２次ＱＥ 6/1、6/9 

 平成23年4-6月１次ＱＥ 7/27、8/15 

 平成23年4-6月２次ＱＥ 9/9 

総務省

(統計局) 
国勢調査（※） 

➢平成22年国勢調査速報を活用し、浸水地域の人口・世帯数の統計地

図を4月25日に統計局HPに掲載。 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）について、町丁・字等別の男女・

年齢別人口及び産業別就業者等について、確報に先立ち概数の集計

を行い、統計局ＨＰに掲載する（5/31、6/2、6/24、7/12）ととも

に、当該地方公共団体に提供。 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）について、人口等基本集計結果

を前倒しして７月27日に公表。 

（注）下表中の下線部分は、第 49 回統計委員会提出資料（平成 23 年９月 22 日）から追記したもの。 

平 成 2 3 年 1 0 月 2 1 日  

総務省政策統括官（統計基準担当） 

参考９ 



- 2 - 
 

 

府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

総務省

(統計局) 

労 働力調査

（※） 

➢岩手県、宮城県では、５月分から、福島県では８月分から可能な範

囲で調査を再開。 

➢調査結果については、３県を除く全国集計結果のほか、同様の措置

を講じた平成21年１月分までの遡及集計結果を公表。 

家計調査（※） 

➢３月調査以降、県・市町村・調査区単位に除外地域を予め決定する

のではなく、可能な範囲で調査を実施し、調査票の取集が困難な場

合は集計から除外する方針を公表（4/21）。 

➢３月分以降の調査結果については、東北地方で調査票を回収できた

世帯の結果で補完推計した全国結果を公表。 

➢３月分について、一部の地域で調査票が追加で回収できたことに伴

い、６月分公表と同時に遡及改定（7/29）。 

小売物価統計

調査（※） 

➢全国３月分調査（4/28公表）については、４県（岩手県、宮城県、

福島県及び茨城県）の一部において調査に支障が生じたため、把握

した価格の単純算術平均を都市別価格として表章。 

➢岩手県、福島県及び茨城県においては４月上旬調査から、また宮城

県においては４月中旬調査から調査を再開。 

全国４月分調査については5/27に通常どおり公表。 

➢全国４月分調査公表（5/27）に先立ち、東日本大震災による小売価

格への影響の早期把握を目的に東日本地域の小売価格に関する速

報値を公表（4/28、5/11）。 

個人企業経済

調査（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては平成23年１～３月期

動向調査票及び平成22年構造調査票の回収並びに平成23年４～６

月期動向調査票の配布が困難な状況であったため、１～３月期動向

編（5/26公表）、４～６月期動向編（8/25公表）及び平成22年構造

編（7/12公表）について、全国結果への影響が軽微なことから、３

県を除く全国の結果として公表。 

➢３県においては一部の市を除き７～９月期から調査を再開し、10～

12月期から全ての調査対象地域で調査を実施中。 

科学技術研究

調査 

➢調査票配布時に被災３県（岩手県、宮城県及び福島県）の調査客体

に、電話等により調査実施の可否について確認。 

就業構造基本

調査（※） 

➢平成19年就業構造基本調査 新職業分類特別集計について、当初予

定どおり公表（6/6）。 

経済センサス

－基礎調査

（※） 

➢６県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県）について、

調査区及び町丁・大字別集計結果を前倒しして６月15日に公表。東日

本太平洋岸地域等（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び

千葉県）に係る特別集計として、以下を総務省統計局ホームページ

に掲載。 

・市区町村別産業（大分類・小分類）別事業所数及び従業者数につ

いて５月11日に掲載（６月３日確報集計に基づき更新） 

・市区町村別産業（大分類）別事業所数及び従業者数－浸水調査区

について５月11日に掲載（６月15日調査区別集計に基づき更新）

家計消費状況

調査 

➢３月調査以降、県・市町村・調査区単位に除外地域を予め決定する

のではなく、可能な範囲で調査を実施する方針を公表（5/2）。 

➢４月分以降の調査結果については、東北地方で調査票を回収できた

世帯の結果で補完推計した全国結果を公表。 
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府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

総務省

(統計局) 

サービス産業

動向調査 

➢福島第一原発警戒・計画的避難区域については調査を停止。 

➢３月分結果（速報）については、岩手、宮城、福島、茨城を除いて

集計し、また、これら４県を除く前年比（３月分）を作成し、公表

（5/31）。その後、４月分結果（速報）に併せて、４県を含めた再

集計結果を公表（6/29）。 

➢東日本・西日本別の集計結果を参考情報として公表。 

社会生活基本

調査（※） 

➢平成23年調査について、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域を除

いて、調査を実施。 

法務省 

登記統計等

（全て業務統

計） 

➢震災の影響を受けた可能性のある３月分の業務統計については、法

務省ホームページにその旨の周知文を掲載（5/20）。 

➢４月分以降は、通常どおり公表。 

➢震災の影響を受けた平成22年度分の戸籍統計については、法務省ホ

ームページにその旨の周知文を掲載（9/30）。 

財務省 法人企業統計 

➢四半期別調査（平成23年１月～３月期分）は、３県（岩手県、宮城

県及び福島県）、青森県の一部及び茨城県の一部１千社程度におい

て、調査票の発送を６月初旬まで見合わせることとし、これらにつ

いては全国平均値を基に補完したうえで集計した計数を速報値と

して６月２日に公表した。その後、関係省令等の整備を行い６月末

までに提出された調査票を追加の上、再集計し、７月29日に確報値

として公表した。 

➢年次別調査は、金融庁が震災による場合の有価証券報告書の提出期

限を延長したことを受け、関係省令等の整備を行い、震災による場

合の下期調査の調査票提出期限を９月末に延期することとし、公表

時期を10月31日とした。 

文部科学

省 

学校基本調査

（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）の初等中等教育機関においては、

「学校施設調査」を実施しないこととし、「学校調査」、「学校通信

教育調査」、「不就学学齢児童生徒調査」及び「卒業後の状況調査」

の回答期限を10月まで延期することとした。 

 また、確定値の公表時期を平成24年２月に延期することとした。 

学校保健統計

（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、作成の基となる健

康診断の実施が困難であることから、平成23年度調査については、

実施しないこととし、その旨の通知を県知事宛に発出した。 

社会教育調査

（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、平成23年度調査に

ついて、民間体育施設を調査対象外とし、調査項目については、現

状の把握が容易であるものに限定することとし、その旨の通知を県

教育長宛に発出した。 

地方教育費調

査（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、調査項目を一部に

限定し、回答期限を11月まで延期することとした。 

  



- 4 - 
 

府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

厚生労働

省 

毎月勤労統計

調査（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、知事の判断により

３～４月分（宮城県は３～５月分）について、全国調査のうち調査

員調査で行っている部分と地方調査を中止。また、当面の間、東京

電力福島第一原子力発電所周辺の一部地域において調査を中止。 

➢上記対応状況や集計結果への影響等について公表（4/25、5/2等）。

➢特別集計（被災３県における労働者の増減状況別事業所割合（5/2、

5/18等）、東日本と北海道・中部・西日本の２区分における地域別

集計（5/31、6/17等））を公表。 

国民生活基礎

調査（※） 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）については、調査を実施しない

旨を決定し、当該県へ連絡済み。 

人口動態統計

（※） 

➢速報と月報（概数）では、各月の速報集計までに収集できなかった

調査票の枚数は含まない。収集できなかった調査票については、収

集できた時点の月分の速報数値に含めて公表する。なお、来年９月

に公表を予定している平成23年人口動態統計年報（確定数）にて、

発生月別の集計を行う予定。 

医療施設調査

（※） 

➢動態調査では、集計については従来の方法で行い、集計結果につい

ては３月末以降の概数について、実際の数値と異なる可能性がある

旨集計・公表の取り扱いについて公表（6/6）。 

➢静態調査では、宮城県における一部地域の病院及び診療所について

は調査項目を限定しての実施、福島県の病院については調査項目を

限定するとともに県が電話で聞き取りを行い記入する方法に変更

しての実施、また、診療所については調査対象からの除外を決定し、

当該県へ連絡済み。 

患者調査（※） 
➢宮城県の一部地域及び福島県の全域について調査を行わない旨決

定し、当該県へ連絡済み。 

賃金構造基本

統計調査 

➢被災地についても、可能な限り調査を実施し、従来どおり集計・公表

の予定。 
➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）については、各労働局長から厚生

労働省への提出期限を９月12日まで延期（通常は８月20日）。 

薬事工業生産

動態統計調査

（※） 

➢被災により調査票の提出が困難としている対象事業所は極めて少

数であることを確認しており、３月分以降、通常どおり調査・集計・

公表を実施。 
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府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

農林水産

省 

農業経営統計

調査 

➢平成22年の調査結果のうち、一部の統計については、３県（岩手県、

宮城県及び福島県）の一部回収困難な客体を除いて推計を行う予

定。 

農業物価統計

調査 

➢３月分（4/28公表）は、５県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県及

び千葉県）の一部の回収不可能な客体分について前年同月又は前月

価格に県内又は近隣地域の回収可能客体の変動率を加味して補正

した数値で代替。 

➢４月分以降は、可能な限り標本選定替えを行い、選定替えが困難な

場合は、３月と同様の措置。 

生産農業所得

統計 

➢東日本大震災に伴う被災４県（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）

の農業産出額を整理し、公表（5/12）。 

農林業センサ

ス 

➢東日本大震災の津波による耕地の流出又は冠水があった被災市町

村及び農業集落の農業経営体数、作物の栽培状況（経営体数、栽培

面積）、家畜の飼養状況等を整理し、公表（8/22）。 

➢市町村等からの情報収集結果を基に、東日本大震災による農業経営

体の被災・経営再開状況を整理し、公表（9/22）。 

漁業センサス 

➢東日本大震災に伴う被災地域における市町村別漁業経営体数、漁業

就業者数、水産加工場数及び冷凍・冷蔵工場数を整理し、公表

（5/11）。 

➢東日本大震災に伴う被災７道県（北海道、青森県、岩手県、宮城県、

茨城県、千葉県及び福島県）における漁業地区別漁業経営体数、漁

業就業者数、養殖種類別経営体数と養殖面積、水産加工場数及び冷

凍・冷蔵工場数等を整理し、公表（8/12）。 

➢漁業協同組合等の関係者からの情報収集結果を基に、東日本大震災

による漁業経営体の被災・経営再開状況を整理し、公表（9/22）。 

作物統計調査 

➢果樹調査（平成22年産りんご収穫量等）については、３県（岩手県、

宮城県及び福島県）を除いて公表（5/20）。 

➢３県の取りまとめが可能となったため再集計を行い、３県を含めた

第２報を公表（7/20）。 
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府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

農林水産

省 

木材統計調査 

➢製材月別調査については、２月分以降、３県（岩手県、宮城県及び

福島県）を除いて公表していたが、７月分から当該３県を含めた調

査・公表を再開（8/25公表）。 

➢合単板月別調査については、２月分以降、２県（岩手県及び宮城県）

を除いて公表。取りまとめが可能となった月から、当該２県を含め

調査・公表を行う予定。 

➢また、一部の県を除外して行った集計の公表に当たっては、一部の県

を除外した数値であることを注記するとともに、前月値と前年同月値

については、当該県を除いた数値を参考値として併記。 

➢基礎調査については、震災による報告の遅れ等により、公表を延期

（5/20）。 

海面漁業生産

統計調査 

➢平成22年の結果については、３県（岩手県、宮城県及び福島県）を

除いて公表（5/9）。宮城県、福島県を含めた第２報を公表（6/24）。

今後、岩手県の取りまとめが可能となった場合、再集計を行い公表

予定。 

牛乳乳製品統

計調査 

➢２月、３月分については、震災による報告の遅れ等により、公表を

延期（２月分は４月20日、３月分は５月９日公表済み）。なお、公

表の遅延・公表予定については事前に公表。 

➢４月分以降は、通常どおり公表。 

経済産業

省 

生産動態統計

（※） 

➢３月分については、被災県を除かずに通常どおり公表。被災地の対

象事業所に対して、被災の状況等を電話で確認し、合理的な推計を

行うために必要な情報を収集した。同情報を被災県にも提供。 

➢４月分以降も、被災県を除かず、通常どおり公表。 

鉱工業指数

（IIP） 

➢被災県を除かず、通常どおり公表。 

➢原則として各データの所管部署で作成した数値を使用。 

➢参考として、３月分以降、被災地と被災地以外を分割した指数を試

算。 

特定業種石油

等消費統計 

➢３月分については、被災県を除かずに通常どおり公表。被災地で調

査票の提出ができないとした事業所は、生産動態統計調査で行った

ヒアリングを元に推計。 
➢４月分以降も、被災県を除かず、通常通り公表。 
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府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

経済産業

省 

商業動態統計

（※） 

➢３月分については、被災県を除かずに通常どおり公表。被災地域の

事業所から３月分調査票が未提出だった場合は、日割り推計を行う

等、より実態に近い形で補定。 

➢今後も、被災県を除かず、通常通り公表。 

➢東日本地域の大型小売店、コンビニエンスストアにおける販売額への

影響を公表（9/29）。 

商業統計調査 
➢被災地域における商業の経済規模等について、特別集計・公表

（8/24）。 

特定サービス

産業動態統計

調査 

➢３月分については、被災県を除かずに通常どおり公表。被災地域の

未提出企業（又は事業所）について電話確認を行い、連絡の取れな

かった企業（又は事業所）については、売上高等は日割り推計、従

業者数等は前月の数値をもとに推計し、より実態に近い形で補定。

➢今後も、被災県を除かず、通常通り公表。 

➢物品賃貸（レンタル）、遊園地・テーマパークにおける売上高等への影

響を公表（9/2）。 

➢広告業における売上高等への影響を公表（10/5）、物品賃貸（レンタル）、

遊園地・テーマパークにおける売上高等への影響を公表（更新）（10/5）。

工業統計調査

（※） 

➢都道府県・市町村経由の調査票については、調査票の紛失、滅失な

どの報告はなし。 

➢被災地域における工業の経済規模、浸水地域に立地する製造事業所

等について、特別集計・公表（8/24）。 

➢現在、通常通りの業務が実施されている（平成22年速報を公表

(9/30）)。 

経済産業省企

業活動基本調

査 

➢災害救助法の適用市町村に本社がある企業については、発送を一ヶ

月遅らせた上で、調査票を送付してもよいか個別に確認をした上

で、調査票を送付（6/20）。 

第３次産業活

動指数 

２月分～８月分作成にあたっての対応は以下の通り。 

➢通常どおり公表されているデータについては公表値をそのまま使

用。 

➢データが未公表、部分的公表になっている系列については、欠落し

たデータを補完。通常でも公表が２ヶ月遅れとなっている系列につい

ては、ＩＲ情報等を用いて推計。 

石油製品需給

動態統計 

➢３月分については、被災県を除かずに通常どおり公表。被災地の対

象事業所に対して、被災の状況等を電話で確認し、合理的な推計を

行うために必要な情報を収集した。 

➢今後も、被災県を除外せず、通常通り公表。 

ガス事業生産

動態統計調査 

➢３～５月分調査については、被災地域の調査客体に督促を行わなか

ったため、未回収の事業者分を除いた全国の結果を公表。 

➢６月分調査については、全調査客体について回収を行い、通常どお

り公表。あわせて、３～５月分についても遡及して回収し、補正版

を公表。 

➢７月分調査以降は、通常通り公表。 
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府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

国土交通

省 

建設工事受注

動態統計調査

（※） 

➢２月分調査票の取集が遅延したため、速報の公表は中止、確報は予

定どおりに公表（4/11）。 

➢４月分の公表については、宮城県分の取りまとめが遅延したため、

同県分を含まない推計値を公表（6/10）。 

５月分の公表時に宮城県分を含んだ４月分の再集計値を公表

(7/11)。 

➢今後は、被災地域の調査客体の状況に十分配慮した上で通常どおり

調査を実施。 

建築着工統計

（※） 

➢これまでも調査結果を予定どおりに公表しており、今後も通常どお

り調査を実施。 

自動車輸送統

計調査、港湾

調査（※）、内

航船舶輸送統

計調査、造船

造機統計調

査、鉄道車両

等生産動態統

計調査 

➢各調査の実施にあたっては、電話問い合わせ等により被災地域に調

査実施可否について状況を確認するなど、被災地域の調査客体の状

況に十分配慮した上で調査を実施。現時点では、通常どおり実施。

環境省 

環境経済観測

調査 

➢郵送・オンラインによる調査であり、実施に伴う障害は限定的であ

り、６月調査も通常実施。 

➢ただし、送付状において被災地企業には可能な範囲での協力依頼と

記載した上、岩手、宮城、福島３県への督促状は省略するなどの配

慮を行った。 

➢通常形式により８月26日公表。なお、被災地における回答率の極端

な低下等の事態はみられなかった。 

産業廃棄物排

出・処理状況

調査（※） 

➢例年同様７月より調査を実施しており、通常通り公表する予定。 

➢現段階では、被災県から提出の遅延等の連絡は来ていない。 

環境投資等実

態調査 
➢例年同様10月頃に調査を実施する。 

環境にやさし

い企業行動調

査 

➢郵送・オンラインによる調査であり、実施に伴う障害は限定的であ

り、調査は通常実施。 

➢ただし、送付状において被災地企業には可能な範囲での協力依頼と

記載した上、岩手、宮城、福島３県への督促状は省略するなどの配

慮を行う。 

➢調査票の回収状況が極端に低下した場合等には、その状況や結果へ

の影響について整理・公表を検討する。 
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府省等名 統計名等 当面の対応状況等 

日本銀行 

短観 

➢３月の短観については、回答基準日を３月11日に設定していた（回

答期間は２月24日から３月31日）ため、異例の措置として、業況判

断DIを３月11日までの回収分と３月12日以降回収分に分けて再集

計し、公表予定日の翌営業日の４月４日に公表。 

➢上記公表に当たっては、極めて異例な状況を踏まえ、特に注目度の

高い業況判断DIに限り特別に分割を行い、結果については、あくま

で参考係数として幅をみるように注意喚起。 

➢６月の短観については、従来通りの方法で調査を実施。公表に当た

っては、調査方法が従来通りであることを事前に周知した。また、

公表時に業況判断及び年度計画の有効回答社数・回答率の時系列計

数を別途掲載。 

企業物価指数 

➢価格調査対象の企業で被災地に所在する企業はごく一部である。 

➢被災により、月次の価格調査票を提出できなかった企業について

も、通常の手続きで欠測値補完を行なった。 

企業向けサー

ビス価格指数 

➢価格調査対象の企業で被災地に所在する企業はごく一部である。被

災により、月次の価格調査票を提出できなかった企業についても、

通常の手続で欠測値補完を行なった。 

➢なお、３月分の指数集計に当たり、一部の品目において通常と異な

る取引態様がみられたことから、調査集計方法を臨時に変更した。

具体的には、「テレビ広告」の品目において、震災直後、広告主が

営利目的ではない公益社団法人にほぼ全面的に切り替わったため、

これを除外する異例の欠測値補完を行なった。４月分以降は震災以

前の指数集計に復した。 

金融統計 

➢預金と貸出金に関する統計、およびそれを含める金融統計におい

て、被災地に本拠を置く信用金庫の一部において、２、３月分計数

が未入手となった。報告済みの前月（前期）計数で補完した。 

「調査名」欄の末尾に「（※）」印を付した統計は、都道府県（一部市町村を含む。）を経由又は報

告者とする統計を示す。 

 

 


